
183 

ふろく D
青森大学演習室

利用上の注意

使ゎぐéóて !

ｳWindows XP

D.1演習室が利用可能な時間

　通常、演習室が開いている時間は、次の通りで、授業が入っていない時間は自由に使うことができる。

　　1. 月～金曜日の 8時 50分～ 21時 50分

　　2. 土曜日の 8時 50分～ 16時 50分。

　ただし、これ以外にも、掃除、メンテナンス、行事などで使えない場合もある。

D.2こんなときは？

　1.パスワードを忘れた

　　→　学生課に学生証を持って行って下さい。なお、このとき、「Windows」のパスワードなのか、

    「メール」のパスワードなのか、あるいはその他のものなのかをきちんと伝えるように。

　2.マシンの調子がおかしい

　　→　システム管理者に伝えて下さい。

D.3主な注意事項

　演習室を利用するときの主な注意事項を簡単に紹介しよう。

1. 演習室内での飲食、喫煙は禁止

2.演習室内は、土足厳禁

3.演習室のマシンを壊したり、移動したり、持ち出したりしない。

4. PCの利用は一人一台

5.他人にアカウントを貸すことは禁止

　これらは、みんなで演習室を一緒に使う上で、とても大事になってくることばかりだ。

　詳しくは、次のページ以降に載っている利用規程を確認するように。利用規程に違反した場合、利

用停止になったり、利用資格が失われることがあるので注意しよう。
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D.4演習室利用規程

青森大学・青森大学大学院・青森短期大学 コンピュータ演習室利用規程

平成 15年 4月 1日

情報システム委員会

第 1条 (目的 )

この規程は青森大学・青森大学大学院・青森短期大学の演習室を利用する際の注意事項を示

します。

第 2条 (演習室 )

演習室とは、以下の各教室にかかわる機器・設備のすべてを指します。

(1) 5 号館 3階演習室 A(5301 教室 )

(2) 5 号館 3階演習室 B(5312 教室 )

(3) 5 号館 3階演習室 C(5310 教室 )

(4) 5 号館 2階ネットワークコンセントルーム (5204 教室 )

(5) 4 号館 3階コンピュータルーム (433 教室 )

第 3条 (関連する規程 )

演習室を利用する際には、「青森大学・青森大学大学院・青森短期大学情報システム利用規程」

および各演習室の管理者の指示に従って下さい。

第 4条 (利用時間 )

1. 演習室の利用時間は次の通りです。

(1) 月曜から金曜の 8:50-21:50。

(2) 土曜の 8:50-16:50。

2. 個人の利用は授業時間を除く時間に限ります。

3. 清掃やメンテナンス作業、また大学の行事にともなう利用のため、利用時間が制限され

ることがあります。

第 5条 (利用資格 )

1. 演習室を利用できるのは、必要な利用申請を行ない、登録された利用者に限ります。

2. 利用者が卒業などの理由で利用資格を失った場合、登録が抹消されます。この場合、登

録情報と共にユーザファイル等のデータも消去されます。

第 6条 (遵守事項 )

1. 情報機器・設備の維持管理への協力

(1) 演習室内を清浄に維持するため、以下のことを守って下さい。

a. 演習室内での飲食、喫煙は禁止されています。

b. 土足での演習室内への立ち入りは禁止されています。

(2) ハードウェアを正常に維持するため、以下のことを守って下さい。

a. 演習室内の機器および関連設備を壊す行為は禁止されています。

b. 管理者の許可なしに機器・設備を移動、持ちだす行為は禁止されています。
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(3) ソフトウェアを正常に維持するため、以下のことを守って下さい。

a. 情報機器 (PC 等 ) は正しい手順で開始、終了して下さい。

b. システムの動作や他の人の利用に影響をおよぼす恐れのあるソフトウェアをインス

トールすることは禁止されています。

(4) 演習室の機器および設備に故障・不具合が発生した場合は直ちに管理者に報告して下

さい。

2. 共同利用への協力

(1) 演習室内では他の利用者の邪魔にならないよう、できるだけ静粛な利用を心掛けて下

さい。

(2) 演習室内の機器・設備をすべての利用者で有効に共有するため、資源を占有する以下

のような行為は禁止されています。

a. 1 人で一度に何台もの PCを占有する。

b. ログインしたまま、またはスクリーンロックをかけたまま長時間不在にする。

c. 大量の印刷によってプリンタを長時間占有し、また用紙やトナーの不足をもたらす。

d. ファイルサーバに大量のファイルを保存する。

e. 大量のデータ転送などでネットワークに負荷をかけ続ける。

3. 情報システムの正常な運用への協力

情報システムを正常に運用するために、以下のことを守って下さい。

a. 登録されたアカウントを他人に使わせる行為は禁止されています。またパスワードの管

理は各自の責任で行なって下さい。万一パスワードを忘れた場合、学生課でパスワード

変更申請を行なって下さい ( 学生証が必要です )。

b. 個人情報の管理は自身の責任で行なって下さい。また他人の個人情報を不用意に公開

することは避けて下さい。個人情報とは住所、氏名、年令、性別、電話番号、メールア

ドレス、写真などを含みます。

c. システムトラブル等に備えて、重要なデータは各自でバックアップを取って下さい。

4. 利用の停止

本規程に反する行為を行なった場合、「青森大学・青森大学大学院・青森短期大学情報

システム利用規程」の第 8条に従って、利用資格が停止または取り消される場合があり

ますので注意して下さい。
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コンピュータ利用上の注意 ― 情報倫理の観点から ―

青森大学・青森大学大学院・青森短期大学

情報システム企画・運営委員会

1. はじめに

このプリントは、コンピュータやネットワークを利用するに当たっての注意点を、情報倫理

の観点から書いたものです。ここに書かれている注意事項を厳守し、利用者全員が快適にコン

ピュータを利用できる環境作りにご協力ください。

2. 電子メール使用上の注意

●ほとんどの電子メールソフトウェアには「添付ファイル」機能がついており、文書や画像、

動画などを「添付ファイル」の形で送信できます。しかし、あまりにも大きな容量 ( おおよ

そ 1Mbyte 以上 ) のファイルを送ると、メールサーバに多大な負担をかけることがあります

ので、十分注意してください。

●機種依存文字 ( ㈱や㌘など ) や半角カタカナは、相手が使用しているコンピュータの種類に

よっては表示されないことが多々あります。電子メール (Web ページ作成の際も ) 送信時に

これらの文字を使用しないでください。

●ほとんどの電子メールソフトウェアには、電子メールをHTML形式 (Web ページの形式 ) で

送信する機能がついています。しかし、相手の電子メールソフトウェアの設定によってはウ

イルスチェックが実行されたり、HTML 言語で用いられるタグがそのまま表示されること

によって、電子メールが読みづらくなることがありますので、HTML 形式では電子メール

を送信しないようにしてください。

●相手を誹謗・中傷する、もしくはその様に解釈されかねない電子メールを送信することは、

相手に不快感を与えるだけでなく、予期せぬトラブルの元になります ( 民法 709、710、

723 条参照 ) ので、絶対に謹んでください。

●他人のアカウントを使って電子メールを送受信することは禁止です ( 不正アクセス防止法第

3条、第 8条参照 )。

●「献血依頼」や「不幸 ( 幸福 ) の手紙」などのように、受け取った人が知り合いに転送して

ほしい旨の内容の電子メールをチェーンメールと呼びます。そのような電子メールを鵜呑み

にして転送すると、電子メールの流通量を無駄に増やすので、十分注意してください。

D.5情報倫理について

　電子メールや WWW などのネットワークを使う場合には、ネットワークがつながっている先に、

相手の人が存在する。たくさんの人たちと、お互いによりよくこれらのシステムを使っていくために、

モラルと知識を持って欲しい。以下のコンピュータの利用上の注意をよく読んでおくように。

D.6コンピュータ利用上の注意
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●知らない人からの電子メールや、「いつもの内容と違う」と感じる電子メールは、ウィルスメー

ルやスパムメールの可能性が高いので、十分気をつけてください。また、そのような電子メー

ルに添付されるファイルはウィルスに感染している可能性があるので、絶対に開かないでく

ださい。

また、電子メールを受け取るときに用いる「電子メール用パスワード」は、絶対に他人に知

られないように十分注意してください。また、万が一電子メール用パスワードを忘失したとき

は、速やかに学生課に申し出て、仮パスワード発行手続きを行ってください。

3. WWWについて

(a) Web ページの閲覧についての注意

●世界中のWeb ページには様々な情報が掲載されています。中には猥褻なページ、不法な

取引に関するページ等のWeb ページも多数存在します。そのような「危ない」Web ペー

ジを「見ない」ことが賢明です。場合によっては、ネットワーク管理者が学内の誰がどの

Web ページにアクセスしたかという履歴をチェックすることも可能ですので、十分注意

してください。

●Webページの中には、虚偽の情報や自分の主義・主張を正当化するページもありますので、

Web ページに掲載されている情報は鵜呑みにしないようにしてください。

●最近のWeb ページには「掲示板」と称して不特定多数の人間で意見を交換する場を設け

ているページが多数存在します。掲示板へ自分の意見を書くこと自体は悪くないのですが、

書く内容によっては掲示板上における争いに発展してしまうこともありますので、注意し

てください。

(b) Web ページの作成についての注意

●Web ページの内容には十分配慮してください。明らかに品位を疑われる内容や内容のな

いWeb ページを作成することは、絶対に慎んでください。

●他人が作成した画像、音楽、文章などをWeb ページに使用する場合は、必ず作成者、も

しくは作成団体に許可を取ってから使用するようにしてください。万が一許可を取らない

でこれらのものを使用すると著作権に抵触しますので、十分注意してください。

●Web ページ中に作成者自身や他人の個人を特定できるような情報 ( 住所や電話番号など )

を、むやみに掲載することは慎んでください。

電子メールやWWWに関連のある法律等のWeb ページの例を以下に示しますので、参考にし

てください。

●民法 ( 名誉毀損 )　⇒　iuuq;00xxx/sjutvnfj/bd/kq0ljd0tp0wjfxt0qbhf288/iunm

●不正アクセス防止法　⇒　iuuq;00xxx/jqb/hp/kq0tfdvsjuz0djbes0mbx2:::19/iunm

●個人情報保護基本法制に関する大綱

　⇒　iuuq;00xxx/lboufj/hp/kq0kq0ju0qsjwbdz0ipvtfjlb0ubjlpvbo02122ubjlpv/iunm

●著作権について 

　⇒　iuuq;00xxx/bpnpsj.v/bd/kq0jousp0ofuxpsl0puifs0fuijdt0dpqzsjhiu/iunm


